消費税軽減税率対応窓口相談等事業
消費税軽減税率に備える実務対策セミナー
～『消費税率10％』と『軽減税率制度』から『インボイス制度』まで～

平成31年10月の消費税率10％への引上げまで残り１年となりました。
今回の増税は、飲食料品などの品目は『軽減税率制度』の対象となるため、その消費税率は8％となります。『軽減税率制度』の下では消費税率が2つになるため、事業者の皆さまにとっては、「適用される消費税率ごとに区分した消費税額の計算」や、「商品ごとの適用税率およびその合計額を記載した請求書等の発行」といった【経理処理等の事務作業の増加】だけでなく、【システムへの投資】などが、新たな負担として大きくのしかかることになるでしょう。

平成35年10月導入の『インボイス制度』では、『免税事業者』からの「仕入税額控除」が不可となるため、年商1千万円未満の事業者にとっては、売上先から選別される事態が起こりかねません。
また、年商1千万円以上の事業者であっても、支払先に『免税事業者』がいる場合、所得税法・法人税法上の経費として認められる支払であっても、消費税法上の「仕入税額控除」に認められないため、消費税の負担が増えることも考えられます。

改正内容を知ることにより、今からでも少しずつ準備をしておく必要があるかと思われます。
本セミナーでは、実務で必要な消費税の基本的な内容について説明後、改正消費税による実務への影響に
ついて解説していただきます。
是非、この機会に多くの方のご参加を戴きますよう、ご案内申し上げます。

· 日　　時　　　平成30年　　11月14日（水）19：00～21：00
· 場　　所　　　木曽岬町商工会　研修室
· 講　　師　　　税理士　伊藤　智哉氏　　桑名市長島町間々
· 内　　容　　　①　消費税の基本
　　　　　　　　　・消費税の仕組み　　・本則課税と簡易課税
　　　　　　　②　軽減税率制度とインボイス制度
　　　　　　　　　・軽減税率制度、インボイス制度とは　　・請求書の作成方法　　・経理処理
　　　　　　　③　消費税法改正による事業者の実務への影響
　　　　　　　　　・事業者が準備しておくこと
· 申 込 み      下記の申込書により、11月9日までに　FAXして下さい
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
消費税軽減税率対応窓口相談等事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木曽岬町商工会　
消費税実務対策セミナーに　下記のとおり参加いたします　　　　　　　　FAX　68-4540　
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